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事 業 報 告 （自 平成19年4月 1 日
至 平成20年3月31日）

1. 企業集団の現況に関する事項
⑴　事業の経過及びその成果

当連結会計年度のわが国経済は、企業収益の改善や設備
投資の増加などを背景として、景気は緩やかな回復基調で
推移したものの、原油価格の高騰や米国市場の鈍化などの
影響により、景気は後退懸念が広がり、足踏み状態で推移
いたしました。
このような経済情勢の下、当社が日産自動車株式会社か

ら受注しております乗用車は、「ウイングロード」や「エ
ルグランド」の減少、輸出向けの「パトロール」や「イン
フィニティFX」の増加などにより、前連結会計年度に比
べ売上台数は0.8％減の185,436台となったものの、売上
高は同3.2%増の3,485億円となりました。
商用車は、平成18年12月にモデルチェンジした「AD」・

「ADエキスパート」や中近東向けの「ピックアップ」が
増加したことなどにより、前連結会計年度に比べ売上台数
は25.4％増の148,111台、売上高は同22.7％増の1,729
億円となりました。
小型バスは、「キャラバンマイクロバス」の輸出車が増
加したことなどにより、前連結会計年度に比べ売上台数は
14.3％増の24,580台、売上高は同16.1％増の452億円
となりました。
以上の結果、自動車の総売上台数は、前連結会計年度に

比べ9.7％増の358,127台となり、自動車部分品などを加
えた総売上高は同7.9％増の6,127億円となりました。
損益面では、売上台数の増加に加え、原価低減や生産性

向上による利益増により、営業利益は前連結会計年度に比
べ72.6％増の370億円、経常利益は同じく73.8％増の
364億円となりました。当期純利益は、期間限定で実施い
たしましたセカンドキャリア支援（転身援助）制度等によ
る特別退職加算金47億円を特別損失に計上いたしました
が、前連結会計年度に比べ50.1％増の182億円となりま
した。
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⑵　資金調達の状況
当連結会計年度は特記すべき資金調達は実施しておりま
せん。

⑶　設備投資等の状況
当連結会計年度の設備投資の総額は約72億円で、マイ
ナーチェンジによる商品力強化、生産設備の合理化、環境
改善、厚生施設の改善など諸設備の充実強化に努めました。

⑷　対処すべき課題
当社は、平成20年度から平成24年度の新たな中期経営

計画「GT 2012 NS」を平成20年4月からスタートさせ
ました。
中期目標として「各事業年度の品質及び収益目標を達

成するとともに、モノづくりにおける日産圏ベンチマー
クとなり、更には日産グローバル戦略の基で海外拠点運営
に貢献する」を掲げ、品質を基軸とした企業体質の強化に
取り組んでまいります。
具体的には、平成17年度から平成19年度の中期経営計
画で培った開発から生産準備及び生産までの技術力のより
一層強化と、柔軟で効率的な多車種変量生産プロセスの構
築に取り組み、日産車体九州株式会社の新工場の円滑な立
ち上げや、湘南工場の再構築に取り組むことで、お客様、
株主様、取引先、地域社会、従業員などのステークホルダ
ーの信頼感を高め、企業価値の向上に努めてまいります。

（注） 1.  1株当たり当期純利益は、期中平均の株式数により算出しております。
 2.  第84期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第5号　平成17年12月9日）及び「貸借対照表の純資産
の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準適用指
針第8号　平成17年12月9日）を適用しております。

　　品目別売上の状況

品 目 台 数 金 額 対前連結
会計年度比

台 百万円 ％

乗 用 車 185,436 348,584 3.2

商 用 車 148,111 172,941 22.7

小 型 バ ス 24,580 45,272 16.1

自 動 車 部 分 品 等 － 45,960 △8.3

合　　　計 358,127 612,758 7.9

⑸　財産及び損益の状況の推移

期　別
項　目

第82期
（平成17年3月期）

第83期
（平成18年3月期）

第84期
（平成19年3月期）

第85期
（当連結会計年度）
（平成20年3月期）

売 上 高（百万円） 582,014 640,222 567,786 612,758

経 常 利 益（百万円） 27,311 24,896 20,952 36,424

当期純利益（百万円） 18,508 16,610 12,175 18,277

1株当たり当期純利益（円） 120.38 107.54 78.40 117.41

総 資 産（百万円） 226,947 214,962 228,522 255,763

純 資 産（百万円） 83,850 100,090 111,056 128,595

1株当たり純資産額（円） 545.33 644.65 711.90 820.95



－ 4 － － 5 －

⑺　主要な事業内容
　当社グループは、自動車及びその部分品の製造・販売を
主な事業内容とし、これらに関連するサービス等の事業活
動を展開しております。
　当社グループの事業形態は、当社が自動車部分品等製造
の子会社・関連会社から同部分品の供給を受け、各種自動
車の製造を行い、当社の親会社である日産自動車株式会社
に販売しております。
　主な製品は次のとおりであります。

品　　　目 製　　　品　　　名

乗 用 車
エルグランド、セレナ、セドリック、ウイングロード、
クルー、パトロール、キャラバンコーチ、インフィニ 
ティFX

商 用 車 キャラバンバン、ピックアップ、AD、ADエキスパート

小 型 バ ス シビリアン、キャラバンマイクロバス

自動車部分品等 自動車用各種部分品等

⑹　重要な親会社及び子会社の状況
　①親会社の状況
　当社の親会社である日産自動車株式会社は、当社の発行
済株式総数のうち66,936千株（議決権比率42.9％）を所
有しており、当社の売上高の99.9％は同社に対するもの
であります。

　②重要な子会社の状況

会　社　名 資本金 議決権比率 主 要な事業内容

百万円 ％

日 産 車 体 九 州 ㈱ 10 100 自動車の製造（稼働準備中）

㈱オートワークス京都 480 100 自動車の製造

新 和 工 業 ㈱ 332 82 自動車部品のプレス加工・ 
組立、樹脂製品の成形・組立

㈱ テ ク ノ ヒ ラ タ 100 100 自動車部品のプレス加工・組立

サガミ・メンテナンス㈱ 40 100 機械設備等の保全・整備、各種
設備工事、物流業務、食堂運営

㈱ エ ヌ シ ー エ ス 100 100 システム開発・プログラム 
開発業務、システム機器の販売

㈱ プ ロ ス タ ッ フ 90 100 人材派遣

（注） 1.  平成19年5月10日付で、日産車体九州㈱を設立いたしました。
 2.  新和工業㈱及び㈱テクノヒラタにつきましては、同社株式の追加取

得により、議決権比率が増加いたしました。
 3.  平成20年4月1日付で、新和工業㈱と㈱テクノヒラタが合併し、社

名を日産車体マニュファクチュアリング㈱に変更いたしました。
 4.  平成20年5月1日付で、サガミ・メンテナンス㈱は日産車体エンジ

ニアリング㈱に社名変更いたしました。
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⑻　主要な営業所及び工場
　①当社

名 称 所 在 地

本 社 神 奈 川 県 平 塚 市

東 京 事 務 所 東 京 都 中 央 区

開 発 部 門 神 奈 川 県 平 塚 市

秦 野 事 業 所 神 奈 川 県 秦 野 市

追 浜 分 室 神 奈 川 県 横 須 賀 市

栃 木 分 室 栃 木 県 河 内 郡 上 三 川 町

生 産 部 門 神 奈 川 県 平 塚 市

湘 南 工 場 神 奈 川 県 平 塚 市

京 都 分 室 京 都 府 宇 治 市

　②子会社

日 産 車 体 九 州 ㈱ 本社及び工場：福岡県京都郡（稼働準備中）

㈱ オ ー ト ワ ー ク ス 京 都 本社及び工場：京都府宇治市

新 和 工 業 ㈱ 本社：神奈川県平塚市
工場：神奈川県平塚市、神奈川県秦野市

㈱ テ ク ノ ヒ ラ タ 本社及び工場：神奈川県平塚市

⑼　従業員の状況
　①企業集団の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減

5,325名 304名減

　②当社の従業員の状況

従業員数 前事業年度末比増減

3,228名 856名減

2. 会社の株式に関する事項
⑴　発行可能株式総数 400,000,000株
⑵　発行済株式の総数 157,239,691株
⑶　当事業年度末の株主数 5,338名
⑷　大株主

株 主 名 持 株 数

千株

日 産 自 動 車 株 式 会 社 66,936

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 10,806

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 9,614

日本マスタートラスト信託銀行株式会社 6,385

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 5,210

メ ロ ン バ ン ク 2,934

日 産 車 体 取 引 先 持 株 会 2,603

第 一 生 命 保 険 相 互 会 社 2,214

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンドン 1,722

シ ー ビ ー エ ヌ ワ イ 　 デ イ エ フ エ イ 1,666
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3. 新株予約権等に関する事項
当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として
交付された新株予約権等の内容の概要

名 称 平成16年6月29日

保 有 人 数
当社取締役（社外役員を除く） 2名

新 株 予 約 権 の 目 的
と な る 株 式 の 種 類 当社普通株式

新 株 予 約 権 の 目 的
と な る 株 式 の 数 56千株

新株予約権の行使に際して
出資される財産の価額 1株当たり 759円

新 株 予 約 権 の
主 な 行 使 条 件

新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても当社
及び当社関係会社の取締役、監査役又は使用人の地位にある
ことを要す。
但し、任期満了による退任、定年退職、転籍、その他正当な
理由があると認めた場合は、この限りではない。
その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けた者との間
で締結する「新株予約権付与契約」で定めるところによる。

4. 会社役員に関する事項
⑴　取締役及び監査役

地 位 氏 名 担 当 他の法人等の
代 表 状 況 等

取締役会長 大久保　宣　夫

※取締役社長 高 木 　 茂 内部監査室担当

取 締 役 蛸 島 眞 夫 管理部門統括、経営管理
部・総務部・IT推進部担当

新 和 工 業 ㈱
取締役

取 締 役 水 野 匡 男 生産部門統括、安全環境
部担当

取 締 役 三 武 良 光

開発部門統括、開発管理
部・商品企画支援室・PV
車両開発部担当、商品保
証本部長委嘱

監 査 役 石 原 忠 志 常勤

監 査 役 竹 部 輝 男 常勤 鬼 怒 川 ゴ ム
工業㈱監査役

監 査 役 竜 田 　 健 カルソニックカ
ンセイ㈱監査役

監 査 役 小 山 俊 雄 ジ ヤ ト コ ㈱
監査役

（注） 1. ※印は代表取締役であります。
 2. 取締役会長 大久保宣夫氏は、社外取締役であります。
 3.  監査役 石原忠志氏及び竜田　健氏並びに小山俊雄氏は、社外監査

役であります。
 4.  竹部輝男氏及び小山俊雄氏は平成19年6月28日開催の第84回定時

株主総会において、新たに選任された監査役であります。
 5.  新和工業㈱は、当社の事業の一部と同一の部類に属する事業を行っ

ております。

⑵　取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　分 支給人員 支　給　額 株 主 総 会 で 定 め ら れ た
報 酬 限 度 額

取 締 役 4名 147,918千円
取締役の報酬限度額は月額30,000千円
（昭和57年6月30日決議）であります。但
し、使用人兼務取締役の給与は含みません。

監 査 役 4名 58,738千円 監査役の報酬限度額は月額5,000千円
（昭和57年6月30日決議）であります。

計 8名 206,656千円

（注） 1. 上記金額には、退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
 2.  当期末現在の取締役は5名、監査役は4名であります。但し、その内

社外取締役 1名は無報酬、社外監査役 3名の当期報酬等は 
43,254千円であります。

 3.  取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれて
おりません。
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⑶　社外役員に関する事項
　取締役　大久保宣夫氏

1）他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
　日産自動車株式会社の最高技術顧問であり、日産自
動車株式会社は当社の親会社であります。

2）他の会社の社外役員の兼務状況
　該当事項はありません。

3）主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

4）当事業年度における主な活動状況
①取締役会への出席状況及び発言状況
　出席率は94％で、大局的見地から意見を述べ、取
締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための
助言・提言を行っております。
②取締役　大久保宣夫氏の意見により変更された事業方針
　該当事項はありません。

5）責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。

6）当社親会社又は当該親会社の子会社から当事業年度の
役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

　監査役　石原忠志氏
1）他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
　該当事項はありません。

2）他の会社の社外役員の兼務状況
　該当事項はありません。

3）主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

4）当事業年度における主な活動状況
①取締役会等への出席の状況
　取締役会への出席率は100％、監査役会への出席
率は100％であります。

②取締役会等における発言の状況
　取締役会においては、主に法令や定款の遵守に係る
見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。
　また監査役会においては、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

5）責任限定契約の内容の概要
　会社法第427条第1項及び当社定款第40条第2項に
基づき、同氏との間に責任限定契約を締結しており、
同氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない
ときは、同氏の責任は会社法第425条第1項に定める
最低責任限度額を限度としております。

6）当社親会社又は当該親会社の子会社から当事業年度の
役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。

　監査役　竜田　健氏
1）他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
　当社の親会社である日産自動車株式会社の子会社で
あるカルソニックカンセイ株式会社の監査役を兼務し
ております。

2）他の会社の社外役員の兼務状況
　カルソニックカンセイ株式会社の社外監査役であり
ます。

3）主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

4）当事業年度における主な活動状況
①取締役会等への出席の状況
　取締役会への出席率は100％、監査役会への出席
率は100％であります。

②取締役会等における発言の状況
　取締役会においては、主に法令や定款の遵守に係る
見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。
　また監査役会においては、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

5）責任限定契約の内容の概要
　会社法第427条第1項及び当社定款第40条第2項に
基づき、同氏との間に責任限定契約を締結しており、
同氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない
ときは、同氏の責任は会社法第425条第1項に定める
最低責任限度額を限度としております。

6）当社親会社又は当該親会社の子会社から当事業年度の
役員として受けた報酬等の額
　カルソニックカンセイ株式会社から3,600千円の報
酬を受け取りました。
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　監査役　小山俊雄氏
1）他の会社の業務執行取締役等の兼任状況
　当社の親会社である日産自動車株式会社の子会社で
あるジヤトコ株式会社の監査役を兼務しております。

2）他の会社の社外役員の兼務状況
　ジヤトコ株式会社の社外監査役であります。

3）主要取引先等特定関係事業者との関係
　該当事項はありません。

4）当事業年度における主な活動状況
①取締役会等への出席の状況
　取締役会への出席率は100％、監査役会への出席
率は100％であります。

②取締役会等における発言の状況
　取締役会においては、主に法令や定款の遵守に係る
見地から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・
適正性を確保するための助言・提言を行っております。
　また監査役会においては、監査結果についての意見
交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

5）責任限定契約の内容の概要
　会社法第427条第1項及び当社定款第40条第2項に
基づき、同氏との間に責任限定契約を締結しており、
同氏が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない
ときは、同氏の責任は会社法第425条第1項に定める
最低責任限度額を限度としております。

6）当社親会社又は当該親会社の子会社から当事業年度の
役員として受けた報酬等の額
　ジヤトコ株式会社から2,700千円の報酬を受け取り
ました。

5. 会計監査人に関する事項
⑴　会計監査人の名称
　　　新日本監査法人
⑵　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 27百万円

② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 31百万円

（注）  当社と会計監査人との間の監査契約において､ 会社法に基づく監査と金融
商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、また実質的
にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

⑶　非監査業務の内容
　当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1
項の業務以外の業務である、財務報告目的の内部統制の整
備・運用・評価等に係る助言業務についての対価を支払っ
ております。

⑷　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合
等、その必要があると判断した場合は、監査役会の同意を
得た上で、または監査役会の請求に基づいて、会計監査人
の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることと
します。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定
める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合
意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場
合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集され
る株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。

6．  業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の
内容の概要

⑴　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する
ことを確保するための体制
　当社は、取締役及び使用人が社会的良識を持って行動す
ることの重要性を認識し、法令遵守及び公正な業務運営の
確保に向けて、「日産車体行動規範～わたしたちの約束～」
を制定し、社内研修等を通じて内容の理解を深めさせると
ともに、それぞれから署名・捺印を求める。また、内部監
査室は、社内各部門に対し、法令及び定款の遵守状況等の
監査を行う。
　コンプライアンス上の問題については、従業員が直接か
つ容易に情報提供できる内部通報制度（イージーボイス
システム）を導入し、問題の早期発見と是正を行う。特に
行動規範に抵触すると思われる事項の報告を受けた場合
は、直ちにコンプライアンス委員会を開催し、速やかに対
策を審議し実行に移す。なお、コンプライアンス委員会の
活動は、毎月執行役員会議に報告する。
　反社会的勢力に対しては、会社として毅然とした態度で
臨む。取締役及び使用人は、万一何らかのアプローチを受
けた場合は、速やかに上司並びに関連部署に報告し、その
指示に従う。取締役及び使用人は、業務遂行上、直接・間
接を問わず、詐欺・恐喝等の不正・犯罪行為、あるいはそ
のおそれがある事態に遭遇した場合は、毅然とした態度で
臨むと同時に、速やかに上司並びに関連部署に報告し、そ
の指示に従う。
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　子会社との間では、監査役並びに内部監査室による監査
を行うほか、必要に応じて当社の取締役または使用人が、
子会社の取締役または監査役を兼務し、業務執行並びに会
計の状況等を定常的に監視監督する。

⑹　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた
場合における当該使用人に関する事項、並びに当該使用人
の取締役からの独立性に関する事項
　監査役の職務を補助すべき部門として監査役室を設置す
る。また、当該部門は取締役からの独立性を確保するため
専任体制をとっており、その使用人の任免・人事評価等に
ついては、予め監査役会の同意を要するものとする。

⑺　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他
の監査役への報告に関する体制
　取締役及び使用人は、当社及び当社グループ会社の経営
に重大な影響を及ぼすおそれのある事実があることを発見
したときは、速やかに監査役に報告する。
　また、監査役が当社及び当社グループ会社の重要な意思
決定及び業務執行状況を把握できるよう、取締役会のほ
か、執行役員会議への代表監査役の参加を確保するととも
に、監査役の定期的な部門往査の際に職務の遂行状況や検
討課題を報告する。また、内部監査室は必要に応じ監査役
会に監査報告を行う。

⑻　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制
　監査役と代表取締役社長との定期的な意見交換実施の機
会を設けるとともに、監査役は監査法人から定期的に監査
報告を受ける。

　さらに、当社は、企業会計審議会より公表された財務報
告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに実施基準に
基づき、財務報告の信頼性を確保するための内部統制の仕
組みの強化に努める。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　株主総会議事録及び取締役会議事録や職務権限基準に基
づいて意思決定された決裁書その他の決定書面について
は、社内規程に従い保存し管理する。取締役及び監査役は、
これらの書面を閲覧することができる。

⑶　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、事業の継続を阻害するものや、ステークホルダ
ーの安全・安心を脅かすリスクを把握し、社長を委員長と
するリスクマネジメント委員会を設置し、危機管理を含め
た全社レベルのリスク管理を推進する。
　リスク管理の推進にあたって、当社の主要なリスクであ
る環境・品質・安全等については、環境委員会・品質委員
会・安全会議等の専門委員会や会議を定期的に開催し、リ
スクの極小化に取り組む。併せて、規程・基準・マニュア
ル等を整備し、その教育と徹底に取り組み、再発防止や、
万一発生した場合の被害の最小化に努める。

⑷　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するた
めの体制
　スリムな取締役会における意思決定の迅速化と、業務執
行を担う執行役員に対する権限委譲による業務執行の効率
化を狙いとして執行役員制を導入する。
　取締役会とは別に、執行役員等によって構成される執行
役員会議を原則週1回開催し、業務執行に伴う個別具体的
な経営課題を協議する。
　業務分掌規程を定め、また明確で透明性のある職務権限
基準を策定することにより、業務執行の効率化を図る。

⑸　当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団におけ
る業務の適正を確保するための体制
　当社グループ会社における業務の適正を確保するため、
親会社も含めた企業集団としての行動規範を定め、コンプ
ライアンスや情報セキュリティなどに関する理念の統一を
図る。また、実際に問題が発生した時のコミュニケーショ
ンツールとして、親会社との間、また子会社との間に内部
通報システムを機能させる。
　さらに、整合性のとれた効率的なグループ経営を行うた
め、親会社及び子会社との間で、定期的に会議体を開催
し、情報の共有化を図る。
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科 目 金　額 科 目 金　額
百万円 百万円

（ 資 産 の 部 ） 255,763

流 動 資 産 172,734

現 金 及 び 預 金 1,449

受取手形及び売掛金 102,095

た な 卸 資 産 6,468

未 収 入 金 5,157

預 け 金 52,486

繰 延 税 金 資 産 4,888

そ の 他 202

貸 倒 引 当 金 △12

固 定 資 産 83,028

有 形 固 定 資 産 76,766

建物及び構築物 21,962

機械装置及び運搬具 24,557

工具・器具及び備品 6,793

土 地 18,394

建 設 仮 勘 定 5,058

無 形 固 定 資 産 2,002

借 地 権 104

ソ フ ト ウ ェ ア 1,872

そ の 他 25

投資その他の資産 4,259

投 資 有 価 証 券 965

長 期 前 払 費 用 80

繰 延 税 金 資 産 2,797

そ の 他 493

貸 倒 引 当 金 △77

（ 負 債 の 部 ） 127,167

流 動 負 債 120,333

支払手形及び買掛金 84,894

未 払 金 1,950

未 払 費 用 13,718

未 払 法 人 税 等 10,110

諸 預 り 金 6,457

製品保証引当金 1,010

そ の 他 2,190

固 定 負 債 6,833

退職給付引当金 4,828

役員退職慰労引当金 264

製品保証引当金 1,601

そ の 他 139

（ 純 資 産 の 部 ） 128,595

株 主 資 本 128,306

資 本 金 7,904

資 本 剰 余 金 8,503

利 益 剰 余 金 112,403

自 己 株 式 △504

評価・換算差額等 0

その他有価証券評価差額金 0

少 数 株 主 持 分 288

資 産 合 計 255,763 負債及び純資産合計 255,763

科　　　　　　　　目 金　　　額
百万円

売 上 高 612,758

売 上 原 価 566,531

売 上 総 利 益 46,227

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,183

営 業 利 益 37,043

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 323

そ の 他 456

計 779

営 業 外 費 用

支 払 利 息 33

退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 748

そ の 他 617

計 1,398

経 常 利 益 36,424

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

計 0

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 243

部 品 金 型 補 償 損 164

特 別 退 職 加 算 金 4,747

そ の 他 0

計 5,155

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 31,269

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 13,908

法 人 税 等 調 整 額 △1,034

少 数 株 主 利 益 118

当 期 純 利 益 18,277

連結貸借対照表 連結損益計算書（平成20年3月31日現在） （自　平成19年4月 1 日
至　平成20年3月31日）
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株 主 資 本 評価・換算差額等
少数株主
持分 純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

平成19年3月31日残高 7,904 8,317 95,368 △1,011 110,579 0 476 111,056

連結会計年度中の変動額

　剰余金の配当 △1,242 △1,242 △1,242

　当期純利益 18,277 18,277 18,277

　自己株式の取得 △8 △8 △8

　自己株式の処分 186 515 701 701

　株主資本以外の項目の連結
　会計年度中の変動額（純額） △0 △188 △188

連結会計年度中の変動額合計 － 186 17,034 506 17,727 △0 △188 17,538

平成20年3月31日残高 7,904 8,503 112,403 △504 128,306 0 288 128,595

連結株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

（自　平成19年4月 1 日
至　平成20年3月31日）
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連 結 注 記 表
1． 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
　⑴連結の範囲に関する事項
　　①連結子会社 7社
　　　 日産車体九州㈱、㈱オートワークス京都、新和工業㈱、

㈱テクノヒラタ、サガミ・メンテナンス㈱、㈱エヌシー
エス、㈱プロスタッフ

　　　平成19年5月に日産車体九州㈱を設立した。
　　②非連結子会社 1社
　　　㈱新和興産
　　　 非連結子会社については小規模会社であり、総資産、売上

高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分
に見合う額）等は連結計算書類に重要な影響を及ぼしてい
ないと認められるため、連結の範囲より除外した。

　⑵持分法の適用に関する事項
　　①持分法適用の非連結子会社 － 社
　　②持分法適用の関連会社 － 社
　　③ 持分法を適用していない非連結子会社（1社）及び関連会

社（㈱トノックス及び㈱アイテック）については、当期純
損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）
等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及
ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないた
め、持分法適用の範囲より除外した。

　⑶連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　連結子会社の決算日と連結決算日は一致している。
　⑷会計処理基準に関する事項
　　①重要な資産の評価基準及び評価方法
　　・有価証券
　　　　その他有価証券
　　　　　時価のあるもの　　 連結決算日の市場価格等に基づく

時価法（評価差額は全部純資産直
入法により処理し、売却原価は主
として移動平均法により算定して
いる）

　　　　　時価のないもの　　移動平均法による原価法
　　・たな卸資産　　　　　　主として先入先出法による低価法
　　②重要な減価償却資産の減価償却の方法
　　・有形固定資産
　　　 　主として耐用年数を見積耐用年数、残存価額を実質的残

存価額とする定額法によっている。
　　・無形固定資産
　　　 　定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
額法によっている。

　　・長期前払費用
　　　　均等償却によっている。
　　③重要な引当金の計上基準
　　・貸倒引当金
　　　 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
いる。

　　・製品保証引当金
　　　 　製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績を

基礎に翌期以降保証期間内の費用見積額を計上している。
　　・退職給付引当金
　　　 　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上して
いる。

　　　 　なお、会計基準変更時差異は、15年による按分額を費
用処理している。

　　　 　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数（8～15年）による定額法により費用
処理している。

　　　 　数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間以内の一定の年数（8～15年）による定額法により
按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理
することとしている。

　　・役員退職慰労引当金
　　　 　役員の退職慰労金支出に備えるため、内規に基づく期末

要支給額を計上している。
　　④重要なリース取引の処理方法
　　　 　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リ－ス取引については、通常の賃貸借
取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　　⑤消費税等の会計処理
　　 　　消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。
　　⑥のれん及び負ののれんの償却に関する事項
　　　 　のれん及び負ののれんの償却については、発生時の損益

として処理している。
　⑸連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項
　　 　連結子会社の資産及び負債の評価については、全面時価評
価法を採用している。

　⑹表示方法の変更
　　（連結貸借対照表）
　　 　前連結会計年度まで一括掲記していた「無形固定資産」は、
当科目の内容をより明瞭に表示するため、当連結会計年度よ
り区分掲記することとした。なお前連結会計年度の金額は、
借地権104百万円、ソフトウェア1,649百万円、その他26
百万円である。
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　⑶当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

平成 1 5 年 6 月 2 7 日 開 催 の
第 8 0 回 定 時 株 主 総 会 決 議

平 成 1 6 年 6 月 2 9 日 開 催 の
第 8 1 回 定 時 株 主 総 会 決 議

目的となる株式の種類 普通株式 普通株式

目的となる株式の数 19,000株 467,000株

新 株 予 約 権 の 数 19個 467個

（注） 権利行使期間の初日が到来していないものはない。

4． 1株当たり情報に関する注記
　⑴1株当たり純資産額 820円95銭
　⑵1株当たり当期純利益 117円41銭

5． 重要な後発事象に関する注記
　　該当事項はない。

6． その他の注記
　　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

　　（連結損益計算書）
　　 　前連結会計年度まで区分掲記していた営業外収益の「負の
のれん償却額」（当連結会計年度15百万円）は、金額的重要
性を考慮して、営業外収益の ｢その他｣ に含めて表示するこ
ととした。

2． 連結貸借対照表に関する注記
　⑴有形固定資産の減価償却累計額 227,615百万円
　⑵保証債務
　　 　従業員の車両購入ローン及び住宅購入資金借入に対する保証
 8,627百万円

3． 連結株主資本等変動計算書に関する注記
　⑴ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数
に関する事項

前連 結 会 計
年度末株式数

当連結会計年
度増加株式数

当連結会計年
度減少株式数

当 連 結 会 計
年度末株式数

千株 千株 千株 千株

発行済株式

　普通株式 157,239 － － 157,239

自己株式

　普通株式 1,907 10 970 948

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取り
によるもの、減少970千株は、ストック・オプションの権利行使に伴う
自己株式の処分によるものである。

　⑵剰余金の配当に関する事項
　　①配当金支払額

決　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

1株当たり
配当額（円） 基 準 日 効 力

発 生 日

平成19年6月28日
定 時 株 主 総 会 普通株式 621 4.00 平成19年

3月31日
平成19年
6月29日

平成19年10月26日
取 締 役 会 普通株式 621 4.00 平成19年

9月30日
平成19年
12月3日

計 － 1,242 － － －

　　② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力
発生日が当連結会計年度末後となるもの

　　　 平成20年6月27日開催予定の第85回定時株主総会におい
て、次のとおり付議する予定である。

　　　・配当金の総額 781百万円
　　　・配当の原資 利益剰余金
　　　・1株当たり配当額 5.00円
　　　・基準日 平成20年3月31日
　　　・効力発生日 平成20年6月30日
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科 目 金　額 科 目 金　額
百万円 百万円

（ 資 産 の 部 ） 249,179

流 動 資 産 176,727

現 金 及 び 預 金 11

受 取 手 形 21

売 掛 金 98,387

原 材 料 1,572

仕 掛 品 3,459

貯 蔵 品 232

関係会社短期貸付金 4,860

未 収 入 金 11,481

預 け 金 52,486

繰 延 税 金 資 産 4,178

そ の 他 36

固 定 資 産 72,452

有 形 固 定 資 産 65,641

建 物 17,755

構 築 物 2,015

機 械 装 置 19,103

車 両 運 搬 具 260

工 具 器 具 備 品 5,278

土 地 16,973

建 設 仮 勘 定 4,254

無 形 固 定 資 産 2,021

借 地 権 5

ソ フ ト ウ ェ ア 2,003

施 設 利 用 権 12

投資その他の資産 4,789

投 資 有 価 証 券 506

関 係 会 社 株 式 2,356

従業員長期貸付金 3

長 期 前 払 費 用 62

繰 延 税 金 資 産 1,515

そ の 他 415

貸 倒 引 当 金 △71

（ 負 債 の 部 ） 125,992

流 動 負 債 121,802

支 払 手 形 771

買 掛 金 85,415

関係会社短期借入金 2,550

未 払 金 1,672

未 払 費 用 13,160

未 払 法 人 税 等 9,282

諸 預 り 金 6,346

製品保証引当金 1,010

そ の 他 1,593

固 定 負 債 4,189

退職給付引当金 2,292

役員退職慰労引当金 157

製品保証引当金 1,601

そ の 他 139

（ 純 資 産 の 部 ） 123,187

株 主 資 本 123,187

資 本 金 7,904

資 本 剰 余 金 8,503

資 本 準 備 金 8,317

その他資本剰余金 186

利 益 剰 余 金 107,283

利 益 準 備 金 1,976

その他利益剰余金 105,306

資産買換差益積立金 4,180

別 途 積 立 金 22,848

繰越利益剰余金 78,278

自 己 株 式 △504

資 産 合 計 249,179 負債及び純資産合計 249,179

科　　　　　　　　目 金　　　額
百万円

売 上 高 596,501

売 上 原 価 554,121

売 上 総 利 益 42,379

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 7,952

営 業 利 益 34,426

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 352

そ の 他 902

計 1,255

営 業 外 費 用

支 払 利 息 52

退 職 給 付 会 計 基 準 変 更 時 差 異 704

そ の 他 534

計 1,290

経 常 利 益 34,391

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 0

計 0

特 別 損 失

固 定 資 産 除 却 損 181

部 品 金 型 補 償 損 164

特 別 退 職 加 算 金 4,679

計 5,025

税 引 前 当 期 純 利 益 29,367

法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 12,913

法 人 税 等 調 整 額 △950

当 期 純 利 益 17,403

貸 借 対 照 表 損 益 計 算 書（平成20年3月31日現在） （自　平成19年4月 1 日
至　平成20年3月31日）
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株 主 資 本

純資産合計
資本金

資本剰余金 利 益　剰　余　金

自己株式 株主資本
合計資本

準備金

その他
資本
剰余金

利益
準備金

そ の 他 利 益 剰 余 金

資産買換
差益積立金 別途積立金 繰越利益

剰余金

平成19年3月31日残高 7,904 8,317 － 1,976 4,388 22,848 61,909 △1,011 106,333 106,333

事業年度中の変動額

資産買換差益積立金の取崩 △207 207 － －

剰余金の配当 △1,242 △1,242 △1,242

当期純利益 17,403 17,403 17,403

自己株式の取得 △8 △8 △8

自己株式の処分 186 515 701 701

事業年度中の変動額合計 － － 186 － △207 － 16,368 506 16,853 16,853

平成20年3月31日残高 7,904 8,317 186 1,976 4,180 22,848 78,278 △504 123,187 123,187

株主資本等変動計算書
（単位：百万円）

（自　平成19年4月 1 日
至　平成20年3月31日）
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個 別 注 記 表
1． 重要な会計方針に係る事項
　⑴資産の評価基準及び評価方法
　　①有価証券
　　　子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法
　　　その他有価証券
　　　　時価のないもの 移動平均法による原価法
　　②たな卸資産
　　　原材料、仕掛品、貯蔵品 先入先出法による低価法
　⑵固定資産の減価償却の方法
　　①有形固定資産
　　　 　耐用年数を見積耐用年数、残存価額を実質的残存価額と

する定額法によっている。
　　②無形固定資産
　　　 　定額法によっている。なお、自社利用のソフトウェアに

ついては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定
額法によっている。

　　③長期前払費用
　　　 　均等償却によっている。
　⑶引当金の計上基準
　　①貸倒引当金
　　　 　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権について

は貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について
は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上して
いる。

　　②製品保証引当金
　　　 　製品のクレーム費用の支出に備えるため、過去の実績を

基礎に翌期以降保証期間内の費用見積額を計上している。
　　③退職給付引当金
　　　 　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上している。
　　　 　 なお、会計基準変更時差異については、15年による按

分額を費用処理している。
　　　 　過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（8～15年）による定額法により費用
処理している。

　　　 　数理計算上の差異は、その発生時における従業員の平均
残存勤務期間以内の一定の年数（8～15年）による定額法
により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処
理することとしている。

　　④役員退職慰労引当金
　　　 　役員の退職慰労金の支出に備えるため、当社内規に基づ

く期末要支給額を計上している。
　⑷リース取引の処理方法
　　 　リ－ス物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以
外のファイナンス・リ－ス取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によっている。

　⑸消費税等の会計処理
　　 　消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

2． 貸借対照表に関する注記
　⑴有形固定資産の減価償却累計額 191,415百万円
　⑵保証債務
　　従業員の車両購入ローン及び住宅購入資金借入に対する保証
 8,612百万円
　⑶関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　　　短期金銭債権 106,732百万円
　　　長期金銭債権 298百万円
　　　短期金銭債務 34,485百万円

3． 損益計算書に関する注記
　関係会社との取引高
　　売上高 595,855百万円
　　仕入高 293,478百万円
　　営業取引以外の取引高 1,351百万円



－ 30 － － 31 －

4． 株主資本等変動計算書に関する注記
　自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末
株 式 数

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数

当事業年度末
株 式 数

千株 千株 千株 千株

自己株式
　普通株式 1,907 10 970 948

（注）  普通株式の自己株式の株式数の増加10千株は、単元未満株式の買取り
によるもの、減少970千株は、ストック・オプションの権利行使に伴う
自己株式の処分によるものである。

5． 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（繰延税金資産）
退職給付引当金 930百万円
製品保証費用 1,217
未払賞与 1,352
減価償却超過額 2,514
未払事業税 704
未払賞与に係る社会保険料 169
特別退職加算金 1,258
その他 460
繰延税金資産小計 8,607
評価性引当額 △54
繰延税金資産合計 8,552

（繰延税金負債）
資産買換差益積立金 △2,858
繰延税金負債合計 △2,858
繰延税金資産の純額 5,694

6． リースにより使用する固定資産に関する注記
　 　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外
のファイナンス・リース取引（借主側）
⑴リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期
末残高相当額

取得価額相当額 減価償却累計額
相 当 額 期末残高相当額

百万円 百万円 百万円

機 械 装 置 70 64 5

車両運搬具 99 72 27

工具器具備品 25,923 20,706 5,216

合　計 26,093 20,843 5,249

　⑵未経過リース料期末残高相当額
1年内 4,050百万円
1年超 1,209
合　計 5,259

　⑶支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額
支払リース料 8,948百万円
減価償却費相当額 8,938百万円
支払利息相当額 1百万円

　⑷減価償却費相当額の算定方法
　　 　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に
よっている。

　⑸利息相当額の算定方法
　　 　リース料総額とリース物件の取得価額相当額の差額を利息
相当額とし、各期への配分方法については、利息法によって
いる。
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7． 関連当事者との取引に関する注記
　⑴親会社及び法人主要株主等

属
　
性

会
社
名
住 所 資 本 金 事 業 の

内 容

議決権等
の被所有
割 合

関　係　内　容
役員の
兼任等 事 業 上 の 関 係

親
　
会
　
社

日
産
自
動
車
株
式
会
社

神奈川県
横浜市
神奈川区

百万円

605,813

自動車の
製造・
販売等

%
直接 42.9
間接 0.0

人
兼任 1
転籍 6

エンジン等部分品の有
償支給を受け、自動車
として同社に販売

取　引　内　容 取引金額 科　目 期末残高
百万円 百万円

営業取引 自動車の販売等 595,656 売掛金 98,264
部分品の受給等 206,851 買掛金 22,601

　　取引条件及び取引条件の決定方針等
①自動車の販売については、市場価格、総原価を勘案して当
社希望価格を提示し、価格交渉の上、一般的取引条件と同
様に決定している。
②部分品の受給については、原則として日産自動車株式会社
の原価により算定した価格により、交渉の上決定している。
③取引金額については、消費税等を含んでいないが、期末残
高には消費税等を含んでいる。

　⑵子会社

属
　
性

会
社
名
住 所 資 本 金 事 業 の

内 容

議 決 権 等
の所有（被
所有）割合

関　係　内　容
役員の
兼任等 事 業 上 の 関 係

子
　
会
　
社

新
和
工
業
株
式
会
社

神奈川県
平塚市

百万円

332

自動車部品
の製造・
販売等

%
直接

82.2

人
兼任 2
転籍 4

部分品の支給
部分品の仕入

取　引　内　容 取引金額 科　目 期末残高
百万円 百万円

営業取引 部分品の支給等 22,038 未収入金 3,340
部分品の仕入 32,475 買掛金 3,336

営業外取引 グループファイナンスによる資金の貸付 290 短期貸付金 3,760

会
社
名
住 所 資 本 金 事 業 の

内 容

議 決 権 等
の所有（被
所有）割合

関　係　内　容
役員の
兼任等 事 業 上 の 関 係

株
式
会
社
オ
ー
ト
ワ
ー
ク
ス
京
都

京都府
宇治市

百万円

480

自動車の
車体製造

%
直接

100.0

人
兼任 2
転籍 4

部分品を有償支給し、
車体として当社に
販売

取　引　内　容 取引金額 科　目 期末残高
百万円 百万円

営業取引 部分品の支給等 14,655 未収入金 1,607
部分品の仕入 20,271 買掛金 2,355

営業外取引 グループファイナンスによる資金の借入 210 短期借入金 990

　　取引条件及び取引条件の決定方針等
①部分品の仕入については、市場価格を勘案して当社希望価
格を提示し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定
している。

②資金の貸付・借入については、市場金利を勘案して利率を
合理的に決定している。

③取引金額については、消費税等を含んでいないが、期末残
高には消費税等を含んでいる。
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　⑶兄弟会社等

属
　
性

会
社
名
住 所 資 本 金 事 業 の

内 容

議 決 権 等
の所有（被
所有）割合

関　係　内　容
役員の
兼任等 事 業 上 の 関 係

親
　
会
　
社
　
の
　
子
　
会
　
社

カ
ル
ソ
ニ
ッ
ク
カ
ン
セ
イ
株
式
会
社

東京都
中野区

百万円

41,456

自動車部品
の製造・
販売

%

－

人
兼任 1 部分品の仕入先

取　引　内　容 取引金額 科　目 期末残高
百万円 百万円

部分品の仕入 52,515 買掛金 10,522

会
社
名
住 所 資 本 金 事 業 の

内 容

議 決 権 等
の所有（被
所有）割合

関　係　内　容
役員の
兼任等 事 業 上 の 関 係

日
産
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
株
式
会
社

東京都
港区

百万円

2,491
金 融 業

%

－

人

－

当社グループ資金の
運用先

取　引　内　容 取引金額 科　目 期末残高
百万円 百万円

資金運用 16,602 預け金 52,486

　　取引条件及び取引条件の決定方針等
①部分品の仕入については、市場価格を勘案して当社希望価
格を提示し、価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定
している。
②資金運用については、日産ファイナンス株式会社から提示
された条件（利率等）を検討し、決定している。
③取引金額については、消費税等を含んでいないが、期末残
高には消費税等を含んでいる。

8． 1株当たり情報に関する注記
　⑴1株当たり純資産額 788円19銭
　⑵1株当たり当期純利益 111円80銭

9． 重要な後発事象に関する注記
　該当事項はない。

10. その他の注記
　記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示している。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成20年5月13日

日 産車体株式会社
取締役会   御中

新日本監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 古 川 康 信 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 堀 健 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日産車体

株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの連結会計

年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、

連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は

独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結

計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得る

ことを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採

用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見

積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討すること

を含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための

合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公

正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日産車体株式会社

及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の

財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示してい

るものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成20年5月13日

日 産車体株式会社
取締役会   御中

新日本監査法人

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 古 川 康 信 ㊞

指 定 社 員
業務執行社員 公認会計士 堀 健 ㊞

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、日

産車体株式会社の平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第

85期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、

株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書につい

て監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経

営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその

附属明細書に対する意見を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査

の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算

書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行わ

れ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によ

って行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附

属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査

の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当

該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を

すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の

規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　当監査役会は、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの第85期事
業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に
基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本報告書を作成
し、以下のとおり報告いたします。
1． 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
　 　監査役会は、当期の監査方針、監査計画および職務の分担等を定め、
各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取
締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、
必要に応じて説明を求めました。
　 　各監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に準拠し、当期の
監査方針、監査計画および職務の分担等に従い、取締役、内部監査室そ
の他の使用人との意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備
に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および
使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および各事業所において業
務および財産の状況を調査いたしました。
　 　また、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保す
るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なもの
として会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に
関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備されている体制
（内部統制システム）の状況を監査役会が定めた「内部統制システムに係
る監査の実施基準」に準拠し、監視および検証いたしました。
　 　子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および
情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細
書について検討いたしました。
　 　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ適正な監査を実施し
ているかを監視および検証するとともに、会計監査人からその職務の執
行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会
計監査人から「職務の遂行が適正に行なわれることを確保するための体
制」（会社計算規則第159条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管
理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している
旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、
当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書および個別注記表）およびその附属明細書並びに連結計算書類
（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連
結注記表）について検討いたしました。

2． 監査の結果
　1）事業報告等の監査結果
　（1） 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社

の状況を正しく示しているものと認めます。
　（2） 取締役の職務執行に関する不正の行為または法令若しくは定款に

違反する重大な事実は認められません。
　（3） 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する取締役の職務の執
行についても、指摘すべき事項は認められません。

　2）計算書類およびその附属明細書の監査結果
　　   会計監査人「新日本監査法人」の監査の方法および結果は相当であ

ると認めます。
　3）連結計算書類の監査結果
　　   会計監査人「新日本監査法人」の監査の方法および結果は相当であ

ると認めます。

　平成20年5月20日

日産車体株式会社 監査役会
常勤監査役 石 原 忠 志 ㊞
常勤監査役 竹 部 輝 男 ㊞
監 査 役 竜 田 　 健 ㊞
監 査 役 小 山 俊 雄 ㊞

（注）  監査役石原忠志、監査役竜田　健および監査役小山俊雄は、会社法
第2条第16号および第335条第3項に定める社外監査役であります。

以　上
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株 主 メ モ

事 業 年 度 毎年4月1日から翌年3月31日まで

剰余金の期末
配当の基準日

毎年3月31日
なお中間配当を実施するときの
基準日は9月30日

定時株主総会 毎年6月

定時株主総会
の 基 準 日

毎年3月31日

株主名簿管理人 東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

同事務取扱所

（郵便物送付先
電話照会先）

〒168-0063
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部
電話 0120-78-2031（フリーダイヤル）

同 取 次 所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店
日本証券代行株式会社　本店・全国各支店

株式取扱手数料 1）名義書換
2）新券交付

無料
1枚につき210円
（消費税額を含む）

公 告 の 方 法 電子公告により、当社のホームページに掲
載いたします。
（http://www.nissan-shatai.co.jp）
但し、電子公告によることができない事故
その他やむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載いたします。

（お知らせ）
住所変更、単元未満株式買取請求、名義書換請求及び配当金振込
指定に必要な各用紙のご請求は、下記株主名簿管理人中央三井信
託銀行のフリーダイヤル又はホームページをご利用ください。

● フリーダイヤル　0120-87-2031（24時間受付：自動音声案内）

● ホームページアドレス
　 http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html

商 号
英 文 社 名 NISSAN SHATAI CO., LTD.




